
個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

熊本県土木部インターンシップの申込者

インターンシップ関係

知事

監理課

・熊本県土木部インターンシップの実施にあたり、申込内容の確認及
び事前連絡に利用。
・熊本県土木部職員の採用情報等の発信に利用。

1氏名、2電話番号、3メールアドレス

12 個人情報ファイルの種別

本人からの申込

含まない

－

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

監理課

〒862—8570　熊本県熊本市中央区水前寺6—18—1

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　☑無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

－



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

都市計画課

〒862-8570　熊本県熊本市中央区水前寺6ｰ18ｰ1

☑法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　□無

□法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

―

12 個人情報ファイルの種別

本人からの申請書提出

含まない

―

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

くまもとまち育て塾を受講した者

くまもとまち育て塾受講者・修了者名簿ファイル

知事

都市計画課

くまもとまち育て塾運営のために利用する。

1氏名、2住所、3性別、4職業、5年齢



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

熊本県の景観アドバイザーとして登録している者

熊本県景観アドバイザー名簿ファイル

知事

都市計画課

景観形成を図るものに対して、技術的な支援を行う。

1氏名、2住所、3電話番号、4職業・職歴

12 個人情報ファイルの種別

本人からの提出文書等

含まない

―

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

都市計画課

〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

☑法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　□無

□法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

―



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

都市計画課

〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　☑有　□無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

―

12 個人情報ファイルの種別

含まない

―

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

行政機関保有の情報を取集（開発許可申請書、農地転用申請書など）

都市計画区域内

熊本県都市計画基礎調査ファイル

知事

都市計画課

・客観的・定量的なデータに基づいた都市計画の運用を行う。
・都市計画の妥当性についての説明責任を果たすため、調査結果を公
表（オープンデータ化）する。

1土地利用状況、2建物利用状況



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

都市計画課

〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

☑法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　□無

□法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

―

12 個人情報ファイルの種別

含まない

―

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

本人からの提出文書

審査請求人

土地区画整理法に基づき行われた処分に係る審査請求事務ファイル

知事

都市計画課

市町村等が土地区画整理法に基づき行った処分に対し、不服がある者
が行った審査請求の内容を審査する。

1氏名、2住所、3電話番号



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

本人からの提出文書、行政機関保有の情報

施行地区内の宅地の所有者及び借地権者

熊本都市計画事業益城中央被災市街地復興土地区画整理事業に関する
事務ファイル（１／４）

知事

県央広域本部土木部益城復興事務所

熊本都市計画事業益城中央被災市街地復興土地区画整理事業の適正な
執行を図る。

1氏名、2住所、3電話番号

12 個人情報ファイルの種別

含まない

―

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

都市計画課

〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

☑法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　□無

□法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

―



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

都市計画課

〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

☑法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　□無

□法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

―

12 個人情報ファイルの種別

含まない

―

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

本人からの提出文書

事業計画案に対する意見書の提出者

熊本都市計画事業益城中央被災市街地復興土地区画整理事業に関する
事務ファイル（２／４）

知事

都市計画課、県央広域本部土木部益城復興事務所

熊本都市計画事業益城中央被災市街地復興土地区画整理事業の適正な
執行を図る。

1氏名、2住所、3電話番号



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

本人からの提出文書、行政機関保有の情報

土地区画整理審議会委員の選挙人
土地区画整理審議会委員

熊本都市計画事業益城中央被災市街地復興土地区画整理事業に関する
事務ファイル（３／４）

知事

都市計画課、県央広域本部土木部益城復興事務所

熊本都市計画事業益城中央被災市街地復興土地区画整理事業の適正な
執行を図る。

1氏名、2性別、3年齢、4生年月日、5住所、6電話番号、7本籍

12 個人情報ファイルの種別

含まない

―

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

都市計画課

〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

☑法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　□無

□法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

―



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

都市計画課

〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

☑法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　□無

□法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

―

12 個人情報ファイルの種別

含まない

―

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

本人からの提出文書、行政機関・民間保有の情報

評価員

熊本都市計画事業益城中央被災市街地復興土地区画整理事業に関する
事務ファイル（４／４）

知事

都市計画課、県央広域本部土木部益城復興事務所

熊本都市計画事業益城中央被災市街地復興土地区画整理事業の適正な
執行を図る。

1氏名、2住所、3電話番号



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

都市計画課

〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

☑法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　□無

□法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

―

12 個人情報ファイルの種別

含まない

―

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

本人からの提出文書、行政機関保有の文書

施行地区内の宅地の所有者及び借地権者

人吉都市計画事業青井被災市街地復興土地区画整理事業に関する事務
ファイル（１／２）

知事

県南広域本部球磨地域振興局土木部

人吉都市計画事業青井被災市街地復興土地区画整理事業の適正な執行
を図る。

1氏名、2住所、3電話番号



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

都市計画課

〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

☑法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　□無

□法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

―

12 個人情報ファイルの種別

含まない

―

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

本人からの提出文書、行政機関保有の情報

土地区画整理審議会委員の選挙人

人吉都市計画事業青井被災市街地復興土地区画整理事業に関する事務
ファイル（２／２）

知事

都市計画課、県南広域本部球磨地域振興局土木部

人吉都市計画事業青井被災市街地復興土地区画整理事業の適正な執行
を図る。

1氏名、2性別、3年齢、4生年月日、5住所、6電話番号、7本籍



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

都市計画課

〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

☑法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　□無

□法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

―

12 個人情報ファイルの種別

本人からの提出文書等

含まない

―

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

ボランティア（違反広告物除却サポーター）

県民参加による違反広告物簡易除却活動事業に関する事務

知事

都市計画課

違反広告物の追放、景観の保全のためのボランティア（違反広告物除
却サポーター）を募集し、知事が委任する形で違反広告物の除却を
行っていただく。

1氏名、2性別、3年齢、4生年月日、5住所、6電話番号、7職業



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

都市計画課

〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

☑法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　□無

□法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

―

12 個人情報ファイルの種別

本人からの提出文書等

含まない

―

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

講習会受講申込者、講習会修了者、業務主任者資格認定申請者

屋外広告物講習会に関する事務

知事

都市計画課

講習会修了書の亡失等により再発行が必要となった際に、再発行申請
内容と受講者の情報に相違がないか確認を行うため。（その他、次回
講習会の採番、受講重複確認等）

1氏名、2年齢、3性別、4生年月日、5住所、6電話番号、7顔写真、8職
歴、9資格



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

登録者

屋外広告業の登録に関する事務

知事

都市計画課

県内で屋外広告業を営もうとする者は知事の登録を受ける必要がある
としている。

1氏名、2年齢、3生年月日、4住所、5電話番号、6職業、7職歴、8資
格、9賞罰

12 個人情報ファイルの種別

本人からの提出文書等

含まない

―

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

都市計画課

〒862-8570　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

☑法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　□無

□法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

―



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

土地所有者等及び借地権を有する者

建築協定情報ファイル

知事

建築課

建築協定の締結認可状況確認のため。

１氏名、２識別番号、３住所・電話番号、４職業・学歴、５資格、６
土地所有情報

12 個人情報ファイルの種別

土地所有者等からの建築協定書提出

含まない

―

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

建築課

〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

☑法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　□無

□法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

―



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

建築士事務所の開設者等

建築士事務所業務報告書管理ファイル

知事

建築課

建築士事務所の設計等の業務に関する報告書を閲覧させるため

１氏名、２識別番号、３住所・電話番号、４職業・職歴、５資格

12 個人情報ファイルの種別

建築士事務所の開設者からの報告書の提出

含まない

一般社団法人熊本県建築士事務所協会

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

建築課

〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　☑有　□無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

―



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

申請者

道路位置指定管理ファイル

知事

熊本県県央広域本部景観建築課、熊本県県南広域本部景観建築課、熊
本県県北広域本部景観建築課

位置指定道路を適切に管理するため

１氏名、２識別番号、３住所・電話番号、４土地の所有権・抵当権等

12 個人情報ファイルの種別

本人からの申請

含まない

―

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

熊本県県央広域本部景観建築課
熊本県県南広域本部景観建築課
熊本県県北広域本部景観建築課

〒862-8570　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1
〒866-8555　熊本県八代市西片町1660
〒861-1331　熊本県菊池市隈府1272-10

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　☑有　□無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

―



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

建築課

〒862-8570　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　☑有　□無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

―

12 個人情報ファイルの種別

本人からの講習会受講申込

含まない

県民

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

熊本県が開催する耐震診断・耐震改修設計等に関する講習会を受講
し、修了した者で、公表を希望する者

耐震診断・耐震改修設計等に関する講習会受講修了者一覧

知事

建築課

耐震診断や耐震改修等を検討している県民に対し、建築技術者の情報
提供を行うため。

【基本状況】1氏名
【社会生活の状況】2所属、3電話番号



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

建築課

〒862-8570　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　☑有　□無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

―

12 個人情報ファイルの種別

本人からの申請書提出

含まない

県内各市町村

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

登録申請書を提出した者

被災宅地危険度判定士登録ファイル

知事

建築課

被災宅地危険度判定士の登録状況の管理、災害発生時の連絡、調整等
に必要であるため。

１氏名、２住所、３電話番号、４生年月日



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

建築課

〒862-8570　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　☑有　□無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

―

12 個人情報ファイルの種別

事業者からの申請書等提出による

含まない

一般財団法人　不動産適正取引推進機構（委託先）

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

宅地建物取引業免許申請書、名簿登載事項変更届等に登載のある人物

宅地建物取引業者免許等情報ファイル

知事

建築課

宅地建物取引業者の免許等の審査及び指導監督、宅地建物取引業者名簿
を作成することを目的として利用する。

１氏名、２識別番号（登録番号）、３性別、４生年月日、５住所・電話
番号、６本籍・国籍、７顔写真



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

試験合格者

宅地建物取引士資格登録等情報ファイル

知事

建築課

宅地建物取引士資格登録の審査及び指導監督、宅地建物取引証の交付
の事務を実施することを目的として利用する。

１氏名、２識別番号（登録番号）、３性別、４生年月日、５住所・電
話番号、６本籍・国籍、７顔写真

12 個人情報ファイルの種別

本人からの申請書等提出による

含まない

一般財団法人　不動産適正取引推進機構(委託先)

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

建築課

〒862-8570　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　☑有　□無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

―



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

建築課

〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1

☑法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　□無

□法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

―

12 個人情報ファイルの種別

本人からの申請書提出

含まない

―

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業利用者

ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業情報ファイル

知事

建築課

ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業利用者の情報整理

1会社名、２氏名、３住所、４電話番号



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

インスタグラムフォトコンテスト優秀作品投稿者

くまもとアートポリス推進事業情報ファイル

知事

建築課

インスタグラムフォトコンテスト優秀作品投稿者への粗品送付

１氏名、２住所、３電話番号

12 個人情報ファイルの種別

くまもとアートポリス公式インスタグラムからのダイレクトメール

含まない

―

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

建築課

〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1

☑法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　□無

□法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

―



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

くまもとアートポリス推進賞応募者

くまもとアートポリス推進賞事業情報ファイル

知事

建築課

くまもとアートポリス推進賞申込者の情報整理

1会社名、２氏名、３住所、４電話番号

12 個人情報ファイルの種別

本人からの応募用紙提出

含まない

―

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

建築課

〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1

☑法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　□無

□法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

―



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

熊本県県央広域本部景観建築課、
熊本県県北広域本部景観建築課、
熊本県県南広域本部景観建築課

〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1、
〒861-1331 熊本県菊池市隈府1272-10、
〒866-8555 熊本県八代市西片町1660

☑法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　□無

□法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

―

12 個人情報ファイルの種別

本人からの申請書提出

含まない

―

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

認定申請者、建築物所有者、管理者、維持保全責任者

バリアフリー法に基づく建築物の認定情報ファイル

知事

熊本県県央広域本部景観建築課、
熊本県県北広域本部景観建築課、
熊本県県南広域本部景観建築課

バリアフリー法に基づく建築物の認定における本人確認のため

１氏名、２住所、３電話番号



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

住宅課

〒862-0570　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　☑無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

－

12 個人情報ファイルの種別

本人からの申請書提出

含まない

－

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

登録申請をした者

サービス付き高齢者向け住宅一覧

知事

住宅課

サービス付き高齢者向け住宅登録事務のため

1氏名、2電話番号、3メールアドレス



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

登録申請をした者

熊本県あんしん賃貸住宅登録簿

知事

住宅課

熊本県あんしん賃貸住宅登録等事務のため

1氏名、2電話番号

12 個人情報ファイルの種別

本人からの申請書提出

含まない

－

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

住宅課

〒862-0570　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　☑無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

－



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

登録申請をした者

熊本県空家利活用マネージャー登録者一覧

知事

住宅課

空き家利活用マネージャー登録事務のため

1氏名、2電話番号、3勤務先

12 個人情報ファイルの種別

本人からの申請書提出

含まない

－

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

住宅課

〒862-0570　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　☑無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

－



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

登録申請をした者

高齢者向け優良賃貸住宅一覧表

知事

住宅課

高齢者向け優良賃貸住宅登録事務のため

1氏名

12 個人情報ファイルの種別

本人からの申請書提出

含まない

－

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

住宅課

〒862-0570　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　☑無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

－



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

住宅課

〒862-0570　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　☑無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

－

12 個人情報ファイルの種別

本人からの申請書提出

含まない

－

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

交付申請をした者

熊本県復興関係公共事業等住宅再建支援事業（二重ローン対策）補助
金交付実績一覧

知事

住宅課

補助金交付事務等のため

1氏名



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

住宅課

〒862-0570　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　☑無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

－

12 個人情報ファイルの種別

本人からの申請書提出（各広域本部からとりまとめ）

含まない

－

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

検査の申請をした者

災害復興住宅工事審査台帳

知事

住宅課

住宅金融支援機構からの受託事務のため

1氏名、2建築地



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

住宅課

〒862-0570　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　☑無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

－

12 個人情報ファイルの種別

本人からの申請書提出

含まない

－

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

交付申請をした者

地域優良分譲住宅利子補給事業申請一覧

知事

住宅課

利子補給事業事務のため

1氏名



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

高齢者向け優良賃貸住宅（家賃減額補助金対象物件に限る）の入居者

高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金ファイル

知事

住宅課

高齢者向け優良賃貸住宅の家賃減額補助金の交付決定

1住所、2氏名、3生年月日、4所得に関する事項（所得区分、所得金
額、控除区分）、5障害及び扶養の有無

12 個人情報ファイルの種別

本人及び認定事業者から提出された申請書

含む

-

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

住宅課

〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

☑法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　□無

□法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

-



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

三角港管理事務所

〒８６９－３２０７
宇城市三角町三角浦１１６０－１７７

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　☑有　□無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

－

12 個人情報ファイルの種別

本人等からの申請書提出

含まない

－

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

三角港港湾スタッフカード発行申請者

三角港港湾スタッフカード発行管理台帳

知事

三角港管理事務所

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に基づ
き、三角港内に設けられた制限区域に常時立入りする港湾荷役労働者
及び港湾運送業者等に対して発行したスタッフカード（身分証明書）
の管理

1氏名、2所属、3発行年月日、4有効期限、5顔写真



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

八代港管理事務所

〒866-0033　熊本県八代市港町２４９

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　☑有　□無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

―

12 個人情報ファイルの種別

会社、事業所からの申請書提出

含まない

　県庁港湾課

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

八代港港湾スタッフカード発行申請書を提出した者

八代港港湾スタッフカード発行管理台帳

知事

八代港管理事務所

港に設けられた制限区域に常時立入する港湾荷役業者等に対し、身分
証明書（港湾スタッフカード）を発行するため。

１氏名、２生年月日、３顔写真、４所属



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条（本人の数＜1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

14 備　　　考

八代港管理事務所

〒866-0033　熊本県八代市港町２４９

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　☑有　□無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

含まない

―

12 個人情報ファイルの種別

本人からの申請書提出

含まない

八代漁業協同組合

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

係船専用浮桟橋使用に係る使用許可申請書を提出した者

八代港係船専用浮桟橋使用許可申請者ファイル

知事

八代港管理事務所

八代港係船専用浮桟橋使用許可に係る許可書発行等

１氏名、２住所、３連絡先、４船名、５船体番号


